
�愛媛県告示第１２７号
東温市上村土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・船川地

区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・船川地区）計画書の写し

� 東温市上村土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月６日から３月３日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�愛媛県告示第１２８号
西条市から協議のあった市営土地改良事業（市単独土地改

良事業（農道）・古川乙地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のと

おり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（市単独土地改良事業（農道）・古川

乙地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月６日から３月３日まで

３ 縦覧場所

西条市役所

�������
�愛媛県告示第１２９号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・明石地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・明石地区）計画書の写し

� 西予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月６日から３月３日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１３０号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補

助土地改良事業（かんがい排水）・徳好地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・徳好地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

発 行 愛 媛 県
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関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月６日から３月３日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１３１号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補

助土地改良事業（かんがい排水）・高山地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・高山地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月６日から３月３日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１３２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

四国中央市川滝町下山字平木丙５７６の８から丙５７６の１１

まで、丙５７６の１３、字船砂古丙５８１の７

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第１３３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

波方港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

越智郡陸地部土地開発公社

今治市波方町樋口甲２５０番地

代表者 代表清算人 片上 修二郎

今治市波方町樋口甲２２２番地

２ 埋立区域

� 位置

ア 第１工区

今治市波方町波方乙４８１番５０から同市波方町波方甲

１５７１番１に至る間の地先公有水面

イ 第２工区

今治市波方町波方乙４８２番２から同市波方町波方乙

４８１番５０に至る間の地先公有水面

� 区域

ア 第１工区

次の１の地点から７の地点までを順次結んだ線及び

７の地点と１の地点を結ぶ平成１１年の春分の満潮位（

Ｄ．Ｌ．＋４．３８メートル）における公有水面と陸域と

の境界線により囲まれた区域

基点（今治市波方町波方字石持乙４８２番地の１国土

地理院「長泉寺」四等三角点）は、北緯３４度０７分１０．

０４７２秒、東経１３２度５７分２９．８５４５秒の地点

１の地点は、基点から８４度２９分５２秒１９０．６０メートル

の地点

２の地点は、１の地点から３４６度３２分１７秒８．８３メー

トルの地点

３の地点は、２の地点から３１度３２分１７秒１８４．６３メー

トルの地点

４の地点は、３の地点から１２１度３２分１７秒２５６．６８メ

ートルの地点

５の地点は、４の地点から１８５度３６分２９秒７０．８０メ

ートルの地点

６の地点は、５の地点から９５度３６分２９秒５．３０メート

ルの地点

７の地点は、６の地点から１８５度３６分２９秒５１．６８メ

ートルの地点

イ 第２工区

次の８の地点から１２の地点までを順次結んだ線及び

１２の地点と８の地点を結ぶ平成１１年の春分の満潮位（

Ｄ．Ｌ．＋４．３８メートル）における公有水面と陸域と

の境界線により囲まれた区域

基点（今治市波方町波方字石持乙４８２番地の１国土

地理院「長泉寺」四等三角点）は、北緯３４度０７分１０．

０４７２秒、東経１３２度５７分２９．８５４５秒の地点

８の地点は、基点から３０度３３分１９秒１６６．０２メートル

の地点

９の地点は、８の地点から１２１度３２分１７秒１３４．７０メ

ートルの地点

１０の地点は、９の地点から１６６度３２分１７秒７．０７メー

トルの地点

１１の地点は、１０の地点から２１１度３２分１７秒３７．６６メ

ートルの地点

１２の地点は、１１の地点から２５６度３２分１７秒５．５５メー

トルの地点

� 面積

第１工区４７，９８１．１１平方メートル

愛 媛 県 報平成１８年２月３日 第１７３１号
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第２工区 ４，６５３．２３平方メートル

合計 ５２，６３４．３４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年３月６日 愛媛県指令港第１０号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年２月３日

�愛媛県告示第１３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 興居島循環線
松山市由良町乙２８２番９から

同市泊町１３８１番２まで

旧 ４．０～１０．５ ０．１２８

新 ６．８～３７．８ ０．１２８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 興居島循環線
松山市由良町乙２８２番９から

同市泊町１３８１番２まで
平成１８年２月３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線
喜多郡内子町村前１７９９番２から

同町村前１６２９番５まで

旧 ３．１～２０．４ ０．１４７

新 ５．２～４６．１ ０．１４８

〃 〃
喜多郡内子町村前１６２９番５から

同町村前１６３３番地先まで

旧 ３．１～１１．０ ０．１８３

新 １１．１～２７．０ ０．１８１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線
喜多郡内子町村前１７９９番２から

同町村前１６２９番５まで
平成１８年２月３日

愛 媛 県 報平成１８年２月３日 第１７３１号
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�愛媛県告示第１３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
喜多郡内子町村前１６２９番５から

同町村前１６３３番地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南４１８０番地先から

同町大瀬南４１９８番地先まで

旧 ３．０～４．０ ０．０６７

新 ５．０～１８．５ ０．０６７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南４１８０番地先から

同町大瀬南４１９８番地先まで
平成１８年２月３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町河内８２０番から

同町河内８２９番まで

旧 ４．８～１２．４ ０．１９０

新 １３．２～３５．３ ０．１９０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線
喜多郡内子町論田１０７９番地先から

同町論田１０１２番３まで

旧 ５．４～１３．４ ０．３６０

新 １１．１～６７．０ ０．３６０
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�愛媛県告示第１４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町論田１０７９番地先から

同町論田１０１２番３まで
平成１８年２月３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２５番地先から

同町御内６８番２まで

旧 ２６．０～２８．４ ０．０１８

新 ２８．２～２８．８ ０．０１８

〃 宇和島城辺線 宇和島市津島町増穂丁５４７番４地先
旧 ５．４～５．６ ０．０１７

新 ５．６～１８．８ ０．０１７

〃 御内下畑地線
宇和島市津島町下畑地字中川己１００番４から

同字己１００番５まで

旧 ４．２～５．４ ０．０３１

新 ６．８～８．２ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２５番地先から

同町御内６８番２まで
平成１８年２月３日

〃 宇和島城辺線 宇和島市津島町増穂丁５４７番４地先 〃

〃 御内下畑地線
宇和島市津島町下畑地字中川己１００番４から

同字己１００番５まで
〃

愛 媛 県 報平成１８年２月３日 第１７３１号
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�愛媛県告示第１４７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定

に基づき、松山広域都市計画道路事業３・４・１７中村桑原線

（松山市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成１２年１１月１４日から

平成２０年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�愛媛県告示第１４６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
北宇和郡鬼北町清延８５０番１地先から

同町近永３２６番地先まで

旧 ７．４～２８．８ ０．２５９

新 ９．０～２８．８ ０．２６１

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第６５号

平成１８年１月２３日
伊予郡砥部町麻生２９番２

松山市衣山三丁目５番１８号
大 森 秀 樹

１７松局建（開）第６６号

平成１８年１月２４日
伊予郡砥部町三角１２５番２、１２５番４及び１２６番１

伊予郡砥部町三角１８１番地
土 居 英 昭

１７松局建（開）第６７号

平成１８年１月２４日
伊予市宮下字西沖１０４５番１

伊予郡砥部町五本松３２２番地
有限会社マドカ
代表取締役 平 岡 洋 子

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１月２３日 特定非営利活動法人
愛媛自然環境研究所 石 川 和 男 愛媛県松山市桑原三丁目３番３２

号
この法人は不特定多数の個人及び団体に対
して、環境教育、環境調査・研究及び環境
保全に関する事業を行い、現代社会に生き
る人々、特に人類の将来を担う子どもたち
との対話を通して、豊かな感性と科学的に
思考・行動ができる人の養成を図り、もっ
て人と自然の共生できる環境配慮型社会の
構築に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１８年２月３日 第１７３１号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
平成１７年２月２０日執行の愛媛県議会議員今治市・越智郡選挙区補欠選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告

書の要旨は、次のとおりである。

平成１８年２月３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１７年２月２０日執行

愛媛県議会議員今治市・越智郡選挙区補欠選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

今治市・越智郡選挙区 ５，７２７，９００円

３ 報告書の要旨

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１月２３日 ＮＰＯ法人 結の会 稲 田 司 愛媛県宇和島市三間町増田２０番
地

この法人は、障害者の自立と社会参加をす
すめるため、障害者の働く機会の提供と障
害者が地域で生活する環境づくりなどを図
りながら、障害者と健常者が共生できる社
会の推進に寄与することを目的とする。

候 補 者 氏 名 大 沢 五 夫 所 属 党 派 無 所 属 平成１７年１月１４日から
期 間 第１回分

平成１７年３月７日まで出納責任者氏名 栗 林 省 吾

収 入 支 出

人件費 ４１９，０００円

家屋費 ２５４，０７５

選挙事務所費 ２５４，０７５

通信費 ３３，２７８

交通費 ９，１７０

印刷費 １，１７４，０００

広告費 ３００，０００

文具費 ９４５

食糧費 ２８，３５０

休泊費 １０３，９５０

その他の寄附 １２件 １２０，０００円

その他の収入 ３，０００，０００

今 回 計 ３，１２０，０００ 今 回 計 ２，３２２，７６８

総 計 ３，１２０，０００ 総 計 ２，３２２，７６８

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月 ７ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 越 智 啓 治 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１７年１月２９日から
期 間 第１回分

平成１７年２月１９日まで出納責任者氏名 大 沢 守

収 入 支 出

主たる寄附 家屋費 １８，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 選挙事務所費 １８，０００

愛 媛 県 報平成１８年２月３日 第１７３１号
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日本共産党東予地区委員会 ── ５００，０００円 印刷費 ５８８，３１５

日本共産党愛媛県委員会 ── ４５，０００ 広告費 １３１，６００

文具費 ６，５２２

食糧費 ８３，３６９

雑 費 ５，４０４

今 回 計 ５４５，０００ 今 回 計 ８３３，２１０

総 計 ５４５，０００ 総 計 ８３３，２１０

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月 ７ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 楠 橋 康 弘 所 属 党 派 無 所 属 平成１７年１月３１日から
期 間 第１回分

平成１７年２月２８日まで出納責任者氏名 岡 田 清 繁

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ８７５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １２８，９８０

楠 橋 浄 旅 館 業 １００，０００円 選挙事務所費 １２８，９８０

通信費 ２４，０９４

交通費 ９５，６５０

印刷費 １，２４４，４１６

広告費 ７６１，４０７

文具費 ３，１９１

食糧費 １７５，４２０

休泊費 １２３，０５０

雑 費 ７，０３５

その他の寄附 ２０件 ２００，０００

その他の収入 ３，３００，０００

今 回 計 ３，６００，０００ 今 回 計 ３，４３８，２４３

総 計 ３，６００，０００ 総 計 ３，４３８，２４３

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月 ７ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 豊 島 美 知 所 属 党 派 民 主 党 平成１７年１月８日から
期 間 第１回分

平成１７年２月２０日まで出納責任者氏名 森 川 佐 由 利

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ５８５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５０，０００

民主党 ── ３００，０００円 選挙事務所費 ５０，０００

民主党愛媛県第２区総支部 ── ５０，０００ 通信費 ２，２０２

壷 内 宏 俊 会 社 員 ３０，０００ 交通費 ８６，５５７

壷 内 祐 美 会 社 員 ３０，０００ 印刷費 １，２６９，８８３

森 川 義 夫 無 職 ３０，０００ 広告費 ３５７，３６３

文具費 ３９，７６５

愛 媛 県 報平成１８年２月３日 第１７３１号
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食糧費 ５３，８９３

休泊費 ５，０００

雑 費 ７３，５１０

その他の寄附 １件 １０，０００

その他の収入 ２，３００，０００

今 回 計 ２，７５０，０００ 今 回 計 ２，５２３，１７３

総 計 ２，７５０，０００ 総 計 ２，５２３，１７３

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月 ７ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 日 浅 昭 広 所 属 党 派 無 所 属 ――――――――――
期 間 第１回分

――――――――――出納責任者氏名 日 浅 昭 広

収 入 支 出

今 回 計 ０円 今 回 計 ０円

総 計 ０ 総 計 ０

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月 ７ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 真 鍋 てるみ 所 属 党 派 無 所 属 平成１６年１２月１７日から
期 間 第１回分

平成１７年２月２８日まで出納責任者氏名 真 鍋 正 義

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ５０，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １５４，０３７

川 原 清 孝 農 業 ５０，０００円 選挙事務所費 １５４，０３７

徳 丸 延 子 主 婦 ５０，０００ 通信費 ７９，６０１

高 石 マユミ 主 婦 ２０，０００ 交通費 ２６，３８０

堀 江 藤 枝 主 婦 ２０，０００ 印刷費 ９２３，５９０

森 本 安 恵 主 婦 ５０，０００ 広告費 ９１９，４８５

稲 葉 峯 雄 教 員 ２０，０００ 文具費 ３６，９６９

食糧費 ４７，０２４

休泊費 １６，５００

雑 費 ３８，２７６

その他の寄附 ３７件 ３０８，０００

その他の収入 １，５００，０００

今 回 計 ２，０１８，０００ 今 回 計 ２，２９１，８６２

総 計 ２，０１８，０００ 総 計 ２，２９１，８６２

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月 ７ 日 第 １ 回 報 告 分
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
平成１７年２月２０日執行の愛媛県議会議員今治市・越智郡選挙区補欠選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告

書の要旨は、次のとおりである。

平成１８年２月３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１７年２月２０日執行

愛媛県議会議員今治市・越智郡選挙区補欠選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

今治市・越智郡選挙区 ５，７２７，９００円

３ 報告書の要旨

候 補 者 氏 名 渡 部 正 三 所 属 党 派 無 所 属 平成１６年１２月１３日から
期 間 第１回分

平成１７年２月２１日まで出納責任者氏名 渡 部 正 三

収 入 支 出

人件費 ３２，０００円

広告費 ２０６，２２０

文具費 ３，７５９

雑 費 １，５００

その他の収入 ３００，０００円

今 回 計 ３００，０００ 今 回 計 ２４３，４７９

総 計 ３００，０００ 総 計 ２４３，４７９

報告書受理年月日 平成１７年 ２ 月２４日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 大 沢 五 夫 所 属 党 派 無 所 属 平成１７年３月２８日から
期 間 第２回分

平成１７年３月２８日まで出納責任者氏名 栗 林 省 吾

収 入 支 出

通信費 １３９，６６６円

今 回 計 ０円 今 回 計 １３９，６６６

前 回 計 ３，１２０，０００ 前 回 計 ２，３２２，７６８

総 計 ３，１２０，０００ 総 計 ２，４６２，４３４

報告書受理年月日 平成１７年 ４ 月 ４ 日 第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 越 智 啓 治 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成１７年３月１４日から
期 間 第２回分

平成１７年３月１４日まで出納責任者氏名 大 沢 守

収 入 支 出

通信費 １９，４４６円

今 回 計 ０円 今 回 計 １９，４４６
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前 回 計 ５４５，０００ 前 回 計 ８３３，２１０

総 計 ５４５，０００ 総 計 ８５２，６５６

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月１４日 第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 楠 橋 康 弘 所 属 党 派 無 所 属 平成１７年３月１７日から
期 間 第２回分

平成１７年３月１７日まで出納責任者氏名 岡 田 清 繁

収 入 支 出

通信費 ８３，９４０円

今 回 計 ０円 今 回 計 ８３，９４０

前 回 計 ３，６００，０００ 前 回 計 ３，４３８，２４３

総 計 ３，６００，０００ 総 計 ３，５２２，１８３

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月１８日 第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 豊 島 美 知 所 属 党 派 民 主 党 平成１７年３月１６日から
期 間 第２回分

平成１７年３月１６日まで出納責任者氏名 森 川 佐 由 利

収 入 支 出

主たる寄附

（氏名・団体名） （職業） （寄附額）

民主党愛媛県総支部連合会 ── ５００，０００円

今 回 計 ５００，０００ 今 回 計 ０円

前 回 計 ２，７５０，０００ 前 回 計 ２，５２３，１７３

総 計 ３，２５０，０００ 総 計 ２，５２３，１７３

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月２３日 第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 真 鍋 てるみ 所 属 党 派 無 所 属 平成１７年３月１５日から
期 間 第２回分

平成１７年３月１５日まで出納責任者氏名 真 鍋 正 義

収 入 支 出

通信費 ３９，２０７円

雑 費 ６，５０３

今 回 計 ０円 今 回 計 ４５，７１０

前 回 計 ２，０１８，０００ 前 回 計 ２，２９１，８６２

総 計 ２，０１８，０００ 総 計 ２，３３７，５７２

報告書受理年月日 平成１７年 ３ 月１６日 第 ２ 回 報 告 分
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�公 告

危険物取扱者試験の実施に関する公示について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、愛媛県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとお

り公示する。

平成１８年２月３日

財団法人 消防試験研究センター

理事長 白 谷 祐 二

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

区 分 試 験 日 受 付 期 間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

前 期
平成１８年
６月１１日（日）
開始時間 １０時

４月１０日（月）から
４月１９日（水）まで

必 着

（財）消防試験研究センター 愛媛県支部
〒７９０‐０００３
松山市三番町４－１０－１

愛媛県三番町ビル１階
電話 ０８９‐９３２‐８８０８
受付時間 ８：３０～１７：００

郵送又は持参

後 期
平成１８年
１０月２９日（日）
開始時間 １０時

８月２８日（月）から
９月１１日（月）まで

必 着

２ 試験の種類別試験会場及び所在地

試験の種類 試 験 会 場 所 在 地 摘 要

甲種・乙種第１類

～第６類・丙種

危険物取扱者試験

新居浜工業高等学校

松山工業高等学校

八幡浜工業高等学校

新居浜市北新町８－１

松山市真砂町１

八幡浜市古町２－３－１
試験会場については、

人数等の関係により、他

の場所に変更することが

あります。
乙種第４類（科目

免除なし）・丙種

危険物取扱者試験

東予高等学校

今治工業高等学校

吉田高等学校

西条市周布６５０

今治市河南町１－１－３６

宇和島市吉田町北小路甲１０

３ 受験願書用紙・受験案内等の配布場所

� （財）消防試験研究センター 愛媛県支部

� 愛媛県県民環境部管理局消防防災安全課

� 愛媛県各地方局県民生活課

� 松山市消防局及び各市・地区消防本部

�公 告

消防設備士試験の実施に関する公示について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第１項の規定により、愛媛県知事から委任された消防設備士試験を次のとおり

公示する。

平成１８年２月３日

財団法人 消防試験研究センター

理事長 白 谷 祐 二

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

試 験 日 受 付 期 間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

平成１８年８月２０日（日）
開始時間 ９時

６月２８日（水）から
７月１０日（月）まで

必 着

（財）消防試験研究センター 愛媛県支部
〒７９０‐０００３
松山市三番町４－１０－１

愛媛県三番町ビル１階
電話 ０８９‐９３２‐８８０８
受付時間 ８：３０～１７：００

郵送又は持参

２ 試験の種類別試験会場及び所在地

愛 媛 県 報平成１８年２月３日 第１７３１号

７６



試験の種類 試 験 会 場 所 在 地

甲種特類・甲種第１類～

第５類・乙種第１類～第

７類

消防設備士試験

愛媛県立松山工業高等学校 松山市真砂町１

３ 受験願書用紙・受験案内等の配布場所

� （財）消防試験研究センター 愛媛県支部

� 愛媛県県民環境部管理局消防防災安全課

� 愛媛県各地方局県民生活課

� 松山市消防局及び各市・地区消防本部
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年２月３日 印刷
平成１８年２月３日 発行
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